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 限定されたクレームセットが係属期間及び審査品質に与える影響を判断するた

めの取り組みとして、米国特許商標庁（USPTO）は、２０２５年１０月２７日

に、簡素化クレームセットパイロットプログラム「Streamlined Claim Set Pilot 

Program」の運用を開始しました。このパイロットプログラムにより、適用が受理

された対象出願は、最初のオフィスアクションが発行されるまで通常の順番を飛

ばして審査へ進みます。このプログラムの運用期間は、２０２６年１０月２７日

まで、あるいは、各技術センターでの受理件数が約２００件に達するまでと予定

されています。 

 対象となる出願は、２０２５年１０月２７日以前に出願された（すなわち、こ

のパイロットプログラムの運用開始前に出願された）最初の特許出願が含まれま

す。継続出願及び国内段階移行出願は対象外となります。既に出願された最初の

特許出願のうち、対象となる出願は、独立請求項が１項以下、全請求項数が１０

項以下、かつ、多項従属請求項がないといった要件を満たさなければなりませ

ん。また、従属請求項は、プリアンブル（前提部）において先の請求項に従属

し、従属先である請求項に記載されている全ての限定を記載し、かつ、先の請求

項に記載される発明の主題の更なる限定を特定する必要があります。プリアンブ

ルに先の請求項への従属を記載するという要件において、当該請求項は、独立請

求項の発明と同じ法定カテゴリーに関するものでなければなりません。つまり、

第１の独立請求項を組成物の請求項にすると同時に、追加の請求項を、請求項１

に記載の組成物を表面に適用する方法の請求項にすることは、異なる法定カテゴ

リーに属することとなるから、できなくなります。また、第１の独立請求項を組

成物の請求項にすると同時に、追加の請求項を、請求項１の組成物を含む製剤を



記載する請求項にすることも、請求項１に従属することがプリアンブルに記載さ

れていないから、可能でなくなります。このパイロットプログラムの適用に興味

はあるが自身の出願された請求項がこれらの要件を満たさないことを懸念する出

願人は、自身の出願がパイロットプログラムに定められる適格要件に準拠するよ

うに自発補正によって自身の請求項を補正し得ます。 

 また、請求項の適格性要件に準拠することが唯一の考慮事項ではありません。

申請がレビューされる時点で出願が既に審査官に割り当てられた場合、USPTO は

通常、パイロットプログラムへの適用申請を却下します。申請が受理されない場

合であっても申請手数料は返還されないため、出願人は、出願が既に審査官に割

り当てられたかを確かめるようにパテントセンターにて出願のステータスを確認

すべきです。なお、万が一、申請が提出されてから申請に対する決定が下される

間に出願が審査官に割り当てられる場合、申請はやはり受理されません。 

 このパイロットプログラムへの申請が受理されると、出願は、最初のオフィス

アクションが発行されるまで審査官の特別事件一覧（docket）に記録されることと

なり、最初のオフィスアクションが発行されると、審査官の通常事件一覧に記録

されます。したがって、このパイロットプログラムは、トラック１（Track One）

による優先審査を受ける出願と発明者の年齢や健康状態に基づく無料の優先審査

制度（Petition to Make Special）が審査の後続段階で対処される方式とは異なりま

す。限定要求が送達される場合（出願人が口頭による選択を行っていない場

合）、このパイロットプログラムに基づき、それは、最初のオフィスアクション

として扱われます。 

 このプログラムに受理される出願の請求項の項数と種類に制限が設けられてい

ますが、適用申請の手数料は、通常規模事業体向けの場合が１５０米ドルであり

（小規模事業体及び極小規模事業体の場合はそれぞれ、６０％及び８０％の費用

軽減が受けられる）、特に優先審査の手数料（通常規模事業体向けの場合、4４，



６６５米ドル）と比べて、極めて安く設定されています。このパイロットプログ

ラムは、最初のオフィスアクションがより迅速に発行されることから、係属期間

が短縮されるという結果をもたらすはずです。また、追加の特許請求の範囲が望

ましいのであれば、継続出願の形で求めることができます（２つの特許の維持を

含む第２の出願に関連付けられる、より長期にわたるコストがかかってしまうこ

とではありますが）。しかしながら、多くの出願人にとって、特にスタートアッ

プ事業にとって、より迅速な発行を得ることが、特に投資を誘致する又は市場独

占期間を確保するために非常に有用です。 


